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衆
議
院
議
員
平
岡
秀
夫
君
提
出
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

�
及
び
�
に
つ
い
て

Ｉ
Ｔ
新
改
革
戦
略
（
平
成
十
八
年
一
月
十
九
日
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
推
進
戦
略
本
部
決
定
。
以
下
「
新
戦

略
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
行
政
分
野
へ
の
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
り
、
国
民
の
利
便
性
の
向
上
と
行
政
運
営
の
簡

素
化
、
効
率
化
、
高
度
化
等
を
図
る
旨
の
目
標
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
国
税
庁
と
し
て
は
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
国
税
電
子
申

告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
」
と
い
う
。
）
の
利
用
を
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
新
戦
略
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
利
用
促
進
対
象
手
続
に
つ
い
て
は
、
添
付
書
類
の
省
略
、
本
人
確
認
方
法
の

簡
素
化
、
シ
ス
テ
ム
の
改
善
な
ど
の
具
体
的
改
善
方
策
等
を
定
め
た
「
オ
ン
ラ
イ
ン
利
用
促
進
の
た
め
の
行
動
計
画
」
（
平

成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
財
務
省
行
政
情
報
化
推
進
委
員
会
決
定
。
以
下
「
行
動
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
に
係
る
オ
ン
ラ
イ
ン
利
用
促
進
対
象
手
続
の
利
用
率
の
実
績
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
度
は
約
三
パ
ー
セ

ン
ト
、
平
成
十
九
年
度
は
約
十
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

国
税
庁
と
し
て
は
、御
指
摘
の
オ
ン
ラ
イ
ン
利
用
促
進
対
象
手
続
に
係
る
目
標
を
含
む
新
戦
略
及
び
行
動
計
画
に
沿
っ
て
、

一



今
後
と
も
、
利
用
率
向
上
の
た
め
の
施
策
を
実
施
し
て
ま
い
り
た
い
。

�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
一
条
の
十
九
の
三
に
定
め
る
、
電
子
証
明
書

を
有
す
る
個
人
の
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
告
に
係
る
所
得
税
額
の
特
別
控
除
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
利
用
の
際
に
お
け
る

い
わ
ゆ
る
な
り
す
ま
し
や
改
ざ
ん
の
防
止
に
必
要
と
な
る
電
子
証
明
書
及
び
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
の
取
得
を
促
進
し
、

電
子
政
府
構
築
の
た
め
の
共
通
の
基
盤
整
備
を
図
る
た
め
、
平
成
十
九
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
に
つ
い
て
は
、
納
税
者
の
権
利
・
義
務
に
か
か
わ
る
重
要
な
申
告
書
等
の
情
報
を
取
り
扱
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
当
該
申
告
書
等
の
情
報
に
つ
い
て
の
な
り
す
ま
し
や
改
ざ
ん
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
原
則
と
し
て
、
納
税
者

本
人
の
電
子
署
名
及
び
電
子
証
明
書
を
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
納
税
者
本
人
が
、
税
理
士
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
二
百
三
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
税
務
書
類
の
作
成
を
委
嘱
し
、
そ
の
委
嘱
を
受
け
た
税
理

士
が
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
て
手
続
を
行
う
な
ど
、
他
の
方
法
に
よ
り
な
り
す
ま
し
や
改
ざ
ん
を
防
止
で
き
る
場
合
に
は
、

納
税
者
の
利
便
性
を
も
考
慮
し
、
納
税
者
本
人
の
電
子
署
名
及
び
電
子
証
明
書
の
送
信
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

し
て
い
る
。

二



今
後
と
も
、
国
税
庁
と
し
て
は
、
国
民
の
利
便
性
の
向
上
と
行
政
運
営
の
効
率
化
等
を
図
る
観
点
か
ら
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
の

改
善
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。
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